
1 
 

 

○やまと広域環境衛生事務組合事務局設置条例 

（平成２３年３月１日条例第６号） 

（事務局の設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２９２条にお

いて準用する法第１５８条第１項の規定に基づき、やまと広域環境衛生事務組合（以

下「組合」という。）に属する事務を円滑かつ適正に処理するため、組合に事務局を

置く。 

２  事務局は、組合に属する事務を処理する。 

（職員） 

第２条 事務局に事務局長を置き、組合の管理者（以下「管理者」という。）が任命す

る。 

２ 前項に規定するもののほか、事務局に必要な職員を置く。 

３  前２項に規定する職員については、当分の間、構成市町の職員が兼務できるものと

する。 

（職務） 

第３条 事務局長は、管理者の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督す

る。 

２  職員は、上司の命を受け事務を分掌し、これを処理する。 

（委任） 

第４条  この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


